
　

自
衛
隊
法

　

　平
成
二
九
年
一
月
一
日
以
降
有
効
な
旧
規
定

改
正
法
令
一
覧

・
森
林
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
八
・
五
・
二
〇
法
四
四
）

附
則
二
〇
条
（
平
成
二
九
・
四
・
一
施
行
）

（
森
林
法
の
特
例
）

第
一
一
五
条
の
一
〇
①
　
第
七
十
六
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。）の
規
定
に
よ
り
出
動
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
第
七
十
七
条
の
二
の
規
定

に
よ
る
措
置
を
命
ぜ
ら
れ
た
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
応
急
措
置
と
し
て
行
う

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
条
の
八
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
届
出
を
要
す
る
立
木
の
伐
採
に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中　「
伐
採
す
る
に
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

手
続
に
従
い
、
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は　「
伐
採
し
た
と
き
は
」
と
、

「
森
林
の
所
在
場
所
、
伐
採
面
積
、
伐
採
方
法
、
伐
採
齢
、
伐
採
後
の
造
林

の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載

し
た
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る

の
は　「
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

②
―
④
　（
略
）
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